




修繕工事の説明をうけたけど･･･
「万が一瑕疵があったり、その時、工事業者が
倒産していたらどうしよう？」
「工事業者だけに検査をまかせておいて大丈夫？」
「この工事業者は信用できるの？」

中古で買ったマンションだけど、
これまでどんな修繕・補修を
してきたんだろう？

将来売却する際に
この修繕・補修は査定に
有利になるの？

便利機能（無料）をプラス！
工事の予定・進捗をインターネットで発注者が閲覧できます
発注者（管理組合等）が修繕工事の検査写真などを閲覧できます。また、住宅あんしん保証と検査
情報の共有もはかることができます。更に、「本日の作業内容」「洗濯情報」などを用意し、発注者に
工事関連情報のお知らせができます。（システム名称：あんしん掲示板）

保険の対象となる大規模修繕工事（以下「保険
対象工事」において工事を実施した部分（以下
「保険対象部分」）に瑕疵があった場合に請負人
である修繕工事業者（以下、「被保険者」）が発注者
に対して瑕疵担保責任を負担することによって生じ
た損害について保険金をお支払いします。
また、被保険者が倒産などの事由により瑕疵担
保責任を履行できない場合には、発注者が直接
保険金の請求をすることができます。

被保険者が発注者との間で締結した工事請負契約に基づいて修繕工事を実施した以下の部分および設備を対象
とします。

大規模修繕工事の発注者
（管理組合など）

①構造耐力上主要な部分
耐震改修工事など、柱・梁・壁工事など

②雨水の浸入を防止する部分
外壁工事､シーリング工事､屋上防水工事、
サッシ工事など 

③給排水管路
管路の更新・更生工事など
（区分所有建物における専有部分も対象）

④給排水設備
受水槽、高架水槽等の設置、更新または修繕など 

⑤電気設備
配線、照明器具等の設置、更新または修繕など
 （配線にあっては、区分所有建物における専有部分も対象）  

⑥ガス設備
ガス配管、ガス器具等の設置、更新または修繕など

⑦防錆工事を行った手すり等の鉄部
バルコニー、屋上などの手すり、柵、鉄骨階段、
防火戸 （玄関扉含む）など

※防水延長特約あり

大規模修繕を発注するにあたっての不安や疑問

保険法人による現場検査を実施しますので、瑕疵の防止はもちろん、
発注者により安心を提供できます。

を

（注）保険にご加入いただくためには、大規模修繕工事に左記「保険対象となる部分」に記載
の①～⑥のいずれかの部分または設備に対する工事が含まれていることが必要です。
⑦の部分に対する単独工事については保険にご加入できませんのでご注意願います。





① 既に人の居住の用に供したことのある大規模（※1）共同住宅の共用部分（※2）に対する大規模修繕工事（※3）であること
※1 延床面積が500㎡以上または階数が4以上（地階を含む）とします。
※2 区分所有法第1条の区分所有でない共同住宅の場合にあっては、共用部分に相当する部分とします。
※3 構造耐力上主要な部分の大規模修繕工事を伴う場合は、新耐震基準等を満たす住宅（以下のいずれかに該当する住
宅）に対する大規模修繕工事に限ります。
イ． 建築確認日が昭和56年6月1日以降の住宅
ロ． 建築確認日が昭和56年5月31日以前、または不明の場合で、新耐震基準等に適合することが確認できる住宅
ハ．上記イまたはロにより新耐震基準等が適合することが確認できた後に、構造耐力上主要な部分の新設または撤去を
　 含むリフォーム工事等が行われた住宅で、新耐震基準等に適合することが確認できる住宅

② 基礎の新設または撤去を伴う工事を含まないこと
③ 管路および設備の解体・撤去・分解もしくは取片づけ工事または清掃作業のみを対象とする工事ではないこと

（1） 被保険者が、保険対象部分の瑕疵によって右記の
いずれかの事由が生じたことにより、発注者に対し
瑕疵担保責任（住宅あんしん保証所定の標準保証書
に定める範囲の瑕疵担保責任に限ります。）を負担
することによって生じた損害について、保険金をお
支払いします。

（2）上記（1）の①～⑤のいずれかの事由が生じた場合に、被保険者が倒産などの事由により相当の期間を経過してもなお瑕疵担保
責任を履行しない場合には、発注者が直接保険金を請求することができます。

　 ※（注）上記（1）（2）について、保険契約約款により免責事由に該当する場合など保険金をお支払いできない場合がありますので、ご注意ください。

（3） 故意・重過失損害の取扱いについて
　被保険者の故意・重過失を原因とする損害については、被保険者には保険金をお支払いしません。しかしながら、被保険者が倒産な
どの事由により相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行しない場合には。被保険者の故意・重過失を原因とする損害で
あっても発注者に対して保険金をお支払い（※）します。

　 ※ただし、発注者が住宅建物取引業者の場合は、故意・重過失損害は支払対象外となりますので、ご注意ください。

※補修が著しく困難な場合等は修補に代わり損害賠償金

瑕疵による事故を修補する際に、足場の設置によ
り駐車場施設からの車の移動を余儀なくされた
住宅居住者から請求を受けた駐車場賃借に要し
た費用

1大規模修繕工事業者
（1被保険者）

あたりの支払限度額

【事故調査費用】
1回の事故につき瑕疵の修補に要した費用の10％（この金額
が10万円以下の場合は10万円）または200万円のいずれ
か小さい額を限度に、その実額を支払います。

同一事業年度（※）に、当該大規模修繕工事業者と住宅あんしん保証との間で締結したすべての大規模修繕工事瑕疵
担保責任保険契約およびリフォーム工事瑕疵担保責任保険契約（以下「大規模修繕工事等瑕疵担保責任保険契約」
といいます。）の保険金額の総合計額の10％または10億円のいずれか大きい額を限度とします。

住宅あんしん保証が同一事業年度（※）に締結したすべての大規模修繕工事等瑕疵担保責任保険契約により保険
期間を通じて支払われる保険金を通算して、30億円を限度とします。

同一事業年度（※）の間に住宅あんしん保証に報告がなされたすべての事故に対して支払われる保険金は、住宅あん
しん保証が締結したすべての大規模修繕工事等瑕疵担保責任保険契約により支払われる保険金を通算して、30億円
を限度とします。

次の費用については、1契約あたりの支払限度額の内枠で、以下に記載する金額を限度としますので、ご注意ください。

【仮住まい費用】
1回の事故につき1住戸
あたり50万円を限度に、
その実額を支払います。

【駐車場賃借費用】
1回の事故につき
1車あたり5万円を限度に、
その実額を支払います。

1契約あたり1,000万円から5億円の間で、保険対象工事を含む請負契約の総請負金額に応じて決定します。
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